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申
す

例

内
縁
の
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
り
内
縁
関
係
が
解
消
し
た
場
合
に
、

民
法
七
六
八
条
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。

最
高
裁
平
成
一
二
年
三
月
一

O
日
第
一
小
法
廷
決
定

(
平
成
一
一
年
同
第
一
八
号
、
財
産
分
与
審
判
に
対
す
る
抗
告
審
の
取

消
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
)

新

堂

明

子

民
集
五
四
巻
三
号
一
O
四
O
頁
、
家
月
五
二
巻
一
O
号
八
一
一
具
、
判
時

一
七
一
六
号
六
O
頁
、
判
タ
一
O
三
七
号
一
O
七
頁

〔
事
実
〕

X
女
(
昭
和
四
年
生
ま
れ
)
は
、
昭
和
四
六
年
こ
ろ
、

A
男
(
大
正
九
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判例研究

年
生
ま
れ
)
に
妻
子
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
交
際
を
始
め
た
。

A
は

X
の
ア
パ
ー
ト
に
出
入
り
し
、
当
初
は
月
五
万
円
、
そ
の
後
は
徐
々

に
増
額
し
、

A
の
死
亡
時
に
は
少
な
く
と
も
月
二

O
万
円
の
生
活
費
を
負

担
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
年
か
平
成
四
年
に
は
、
現
金
三

O
O
万

円
の
贈
与
を
行
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

A
と
妻

B
と
の
聞
に
は
、
子

Y
Y
(以
下
「

Y
ら
」
と

い
う
。
)
が
い
た
。

B
は
、
昭
和
五
六
年
こ
ろ
に
筋
無
力
症
に
か
か
り
、

昭
和
五
八
年
こ
ろ
か
ら
入
院
治
療
を
続
け
、
昭
和
六
二
年
に
死
亡
し
た
。

他
方
、

X
も
婚
姻
し
て
お
り
、
二
女
一
男
が
い
た
が
、

A
と
知
り
合
う
前

に
夫
と
は
死
別
し
て
い
た
。

A
は
、
昭
和
六

O
年
二
一
月
か
ら
平
成
九
年
一
月
に
死
亡
す
る
ま
で
、

肺
気
腫
等
の
た
め
入
退
院
を
繰
り
返
し
た
。

X
は
、
入
院
期
間
中
は
毎
日

の
よ
う
に
病
院
に
行
き
、
夕
食
の
買
物
と
調
理
を
行
い
、
ま
た
、

A
も、

退
院
期
間
中
は

Y
宅
で
過
ご
す
時
間
よ
り
も

X
宅
で
過
ご
す
時
間
の
ほ
う

が
徐
々
に
長
く
な
っ
て
い
っ
た
。

A
の
遺
産
総
額
は
一
億
八
五
六
一
万
円
余
で
あ
り
、
う
ち
一
億
七
五
五

七
万
円
余
を

Y
が
、
残
り
の
一

O
O
三
万
円
余
を

Y
が
相
続
し
た
。

A
の

遺
産
の
う
ち
の
主
た
る
も
の
は
、

A
が
昭
和
二
九
年
に
設
立
し
、
以
後
死

亡
す
る
ま
で
代
表
取
締
役
と
し
て
経
営
に
当
た
っ
て
い
た
タ
ク
シ
ー
会
社

に
対
す
る
出
資
持
分
で
あ
り
、
金
額
に
し
て
一
億
三
二
四
九
万
円
余
に
上

り
、
す
べ
て

Y
が
取
得
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
相
続
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
、

X
は
Y
ら
に
対
し
、
財
産
分
与
と
し
て
各
一

0
0
0
万
円
の
支
払
を
求
め

る
家
事
調
停
を
申
し
立
て
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
事
件
は
家
事
審
判
に
移

行
し
た
。

~tì去53(5 ・ 320)1498

原
原
審
で
あ
る
高
松
家
裁
は
、

B
が
死
亡
し
た
時
点
に
お
い
て
、

X
と

A
と
の
間
に
は
結
婚
の
意
思
が
合
致
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
夫
婦
共
同
生
活

関
係
も
形
成
さ
れ
た
と
し
て
、
内
縁
関
係
の
成
立
を
認
定
し
た
。
そ
の
う

え
で
、
財
産
分
与
に
つ
い
て
、
内
縁
関
係
に
あ
る
当
事
者
の
一
方
が
死
亡

し
て
内
縁
関
係
が
消
滅
し
た
場
合
、
生
存
配
偶
者
は
離
婚
時
に
お
け
る
財

産
分
与
規
定
の
準
用
ま
た
は
類
推
適
用
に
よ
り
財
産
分
与
請
求
権
を
有
す

る
と
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

X
の
療
養
看
護
に
よ
り

A
の
財
産
が
維
持

さ
れ
た
と
す
る
、

X
の
Y
ら
に
対
す
る
財
産
分
与
の
清
算
的
要
素
部
分
の

請
求
に
つ
い
て
、
出
家
裁
は
、
そ
こ
で
い
う
維
持
さ
れ
た
財
産
と
は
、

A
が

出
拐
を
免
れ
た
付
添
看
護
料
相
当
額
で
あ
り
、

A
の
X
に
対
す
る
生
活
費

の
援
助
と
三

O
O
万
円
の
贈
与
の
総
額
は
そ
れ
に
相
応
す
る
と
し
て
、
清

算
的
要
素
部
分
の
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
に
、

X
の
Y
ら
に
対
す

る
財
産
分
与
の
扶
養
的
要
素
部
分
の
請
求
に
つ
い
て
、
家
裁
は
、

A
の
遺

産
総
額
、

A
と
X
と
の
共
同
生
活
の
内
容
お
よ
び
期
間
、

X
の
年
齢
お
よ

び
職
業

(
X
は
、
現
在
、
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
人
と
し
て
雇
用
さ
れ
、

月
収
九
万
円
と
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
の
無
償
供
与
を
得
て
い
る
。
)
、

A
か



ら
受
け
た
生
活
費
お
よ
び
贈
与
額
、
一
人
世
帯
の
標
準
生
活
費
(
月
九
万

四
三

O
八
円
)
、
以
上
か
ら

X
の
生
計
費
の
不
足
額
は
年
約
一

O
O
万
円

に
な
る
こ
と
等
を
総
合
考
慮
す
る
と
、
扶
養
的
要
素
部
分
と
し
て
一

0
0

0
万
円
の
支
払
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、

Y
ら
に
各
五
O
O
万
円
の
支
払

を
命
じ
た
。

そ
こ
で
、

Y
ら
は
即
時
抗
告
し
、

X
と
A
は
私
通
関
係
に
す
ぎ
な
い
こ

と
、
お
よ
び
、
そ
も
そ
も
内
縁
関
係
が
死
亡
に
よ
り
解
消
し
た
場
合
離
婚

時
に
お
け
る
財
産
分
与
規
定
の
準
用
ま
た
は
類
推
適
用
な
ど
す
べ
き
で
は

な
い
し
、
本
件
に
は
全
く
準
用
も
適
用
も
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
主
張

1
ν
h
~

。
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原
審
で
あ
る
高
松
高
裁
は
、

X
と
A
の
聞
に
内
縁
関
係
が
成
立
し
た
と

認
定
し
た
う
え
で
、
内
縁
夫
婦
の
一
方
が
死
亡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
縁

関
係
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
法
律
上
の
夫
婦
の
離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
の

規
定
を
準
用
な
い
し
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
原
審
判

を
取
り
消
し
、

X
の
申
立
て
を
却
下
し
た
。

そ
こ
で
、

X
は
許
可
抗
告
し
、
内
縁
の
夫
婦
関
係
が
当
事
者
の
一
方
の

死
亡
に
よ
り
解
消
し
た
場
合
に
、
他
方
が
死
者
の
相
続
人
に
対
し
、
財
産

分
与
の
規
定
を
準
用
な
い
し
類
推
適
用
し
て
財
産
分
与
の
請
求
を
な
し
う

る
こ
と
、
お
よ
び
、
扶
養
的
要
素
と
し
て
の
財
産
分
与
に
つ
い
て
ま
で
請

求
を
な
し
う
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

最
高
裁
は
、
内
縁
の
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
り
内
縁
関
係
が
解
消
し

た
場
合
に
、
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

て
、
抗
告
を
棄
却
し
た
。

〔
決
定
要
旨
〕
抗
告
棄
却
。

「
内
縁
の
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
り
内
縁
関
係
が
解
消
し
た
場
合
に
、

法
律
上
の
夫
婦
の
離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
に
関
す
る
民
法
七
六
八
条
の
規

定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
民

法
は
、
法
律
上
の
夫
婦
の
婚
姻
解
消
時
に
お
け
る
財
産
関
係
の
清
算
及
び

婚
姻
解
消
後
の
扶
養
に
つ
い
て
は
、
離
婚
に
よ
る
解
消
と
当
事
者
の
一
方

の
死
亡
に
よ
る
解
消
と
を
区
別
し
、
前
者
の
場
合
に
は
財
産
分
与
の
方
法

を
用
意
し
、
後
者
の
場
合
に
は
相
続
に
よ
り
財
産
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
で

こ
れ
を
処
理
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
内

縁
の
夫
婦
に
つ
い
て
、
離
別
に
よ
る
内
縁
解
消
の
場
合
に
民
法
の
財
産
分

与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
、
準
婚
的
法
律
関
係
の
保
護
に
適
す

る
も
の
と
し
て
そ
の
合
理
性
を
承
認
し
得
る
と
し
て
も
、
死
亡
に
よ
る
内

縁
解
消
の
と
き
に
、
相
続
の
開
始
し
た
遺
産
に
つ
き
財
産
分
与
の
法
理
に

よ
る
遺
産
清
算
の
道
を
開
く
こ
と
は
、
相
続
に
よ
る
財
産
承
継
の
構
造
の

中
に
異
質
の
契
機
を
持
ち
込
む
も
の
で
、
法
の
予
定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
死
亡
し
た
内
縁
配
偶
者
の
扶
養
義
務
が
遺
産
の
負
担
と
な
っ

北法53(5・321)1499 
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て
そ
の
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
と
解
す
る
余
地
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

生
存
内
縁
配
偶
者
が
死
亡
内
縁
配
偶
者
の
相
続
人
に
対
し
て
清
算
的
要
素

及
び
扶
養
的
要
素
を
含
む
財
産
分
与
請
求
権
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」

〔
評
釈
〕

一
本
決
定
の
意
義

本
決
定
は
、
内
縁
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
り
内
縁
関
係
が
解
消
し
た

場
合
に
、
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
従
来
分

か
れ
て
い
た
下
級
審
の
判
断
を
統
一
し
た
と
い
う
点
で
意
義
が
あ
る
。

法
律
上
の
夫
婦
の
場
合
、
離
婚
す
れ
ば
財
産
分
与
請
求
権
が
、
一
方
が

死
亡
す
れ
ば
他
方
に
配
偶
者
相
続
権
が
与
え
ら
れ
る
。
財
産
分
与
請
求
権

の
内
容
は
、
財
産
の
清
算
、
離
婚
後
の
扶
養
、
損
害
賠
償
で
あ
り
、
配
偶

者
相
続
権
の
根
拠
は
、
財
産
の
清
算
、
死
亡
後
の
扶
養
に
あ
る
と
い
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
場
面
が
異
な
る
だ
け
で
、

財
産
の
清
算
、
婚
姻
解
消
後
の
扶
養
と
い
う
同
様
の
目
的
を
実
現
す
る
た

(
l
)
 

め
の
制
度
で
あ
る
。

他
方
、
内
縁
の
夫
婦
の
場
合
、
裁
判
例
お
よ
び
通
説
に
よ
る
と
、
離
別

す
れ
ば
財
産
分
与
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
が
、
死
別
し
て
も
配
偶
者

(2) 

相
続
権
の
規
定
は
類
推
適
用
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
離
別
の
場
合
も
死

別
の
場
合
も
財
産
の
清
算
あ
る
い
は
内
縁
解
消
後
の
扶
養
は
必
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
に
、
さ
ら
に
は
、
離
別
よ
り
も
死
別
の
ほ
う
が
夫
婦
関
係

は
円
満
に
継
続
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、
離
別
の
場

合
に
は
財
産
分
与
が
認
め
ら
れ
る
が
、
死
別
の
場
合
に
は
何
も
認
め
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
不
均
衡
を
是
正
す
べ
く
種
々
の
法
律
構
成
が
主
張

さ
れ
て
い
る
が
、
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
内
縁

関
係
の
死
亡
解
消
に
お
け
る
生
存
内
縁
配
偶
者
を
救
済
で
き
る
か
、
と
い

う
の
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。

北法53(5・322)1500

学
脱
の
検
討

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
財
産
分
与
を
肯
定
す
る
学
説
が
古
く
か
ら
存

(
3
)
 

在
し
た
が
、
①
大
阪
家
審
昭
和
五
八
年
三
一
月
二
三
日
家
月
三
六
巻
六
号
五

一
頁
が
財
産
分
与
を
肯
定
し
た
た
め
に
、
そ
の
多
数
の
評
釈
の
中
で
活
発

に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
学
説
は
精
綴
化
さ
れ
、
裁
判

例
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
学
説
を
検
討
し
、
つ

ぎ
に
裁
判
例
を
検
討
す
る
。

内
縁
の
死
亡
解
消
に
お
け
る
生
存
内
縁
配
偶
者
に
対
す
る
財
産
給
付
に

つ
い
て
、
財
産
分
与
と
し
て
そ
れ
を
認
め
る
の
か
(
以
下
「
肯
定
説
」
と

す
る
て
そ
れ
と
も
財
産
分
与
と
し
て
は
認
め
な
い
が
財
産
法
上
の
一
般

理
論
(
共
有
、
雇
用
、
請
負
、
組
合
、
不
当
利
得
)
に
よ
り
そ
れ
を
認
め



る
の
か
(
以
下
「
否
定
説
」
と
す
る
て
と
い
う
二
つ
の
学
説
が
対
立
す

る。

(4) 

肯
定
説
は
、
ま
ず
、
⑦
現
行
法
の
体
系
に
関
す
る
理
由
と
し
て
、
生
前

解
消
も
死
亡
解
消
も
内
縁
の
解
消
と
い
う
事
実
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
い

ず
れ
に
も
財
産
分
与
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ぎ
に
、
@

財
産
分
与
の
内
容
に
関
す
る
理
由
と
し
て
、
財
産
分
与
の
法
的
性
質
は
夫

婦
財
産
の
清
算
と
離
婚
後
の
扶
養
に
あ
り
、
こ
れ
を
内
縁
に
用
い
れ
ば
、

実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
|
|
共
同
生
活
を
維
持
す
る
収
入
を
夫
だ
け
が

取
得
し
た
場
合
で
も
、
購
入
な
い
し
蓄
積
さ
れ
た
共
同
使
用
の
財
産
が
夫
(5) 

名
義
に
な
っ
て
い
て
も
、
実
質
的
に
は
夫
婦
の
共
有
と
み
る
べ
き
も
の

ー
ー
の
清
算
も
可
能
で
あ
る
し
、
内
縁
解
消
後
内
縁
の
妻
が
要
保
護
状

態
に
陥
れ
ば
扶
養
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
内
縁
の
妻
の

権
利
を
認
め
る
の
に
最
適
の
法
的
構
成
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
関
連
し
て
、

@
手
続
的
理
由
と
し
て
、
遺
産
分
割
手
続
と
財
産
分
与
手
続
を
併
合
し
、

同
一
の
家
事
審
判
手
続
に
よ
り
簡
便
迅
速
な
紛
争
解
決
が
図
ら
れ
る
と
す

る。
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(6) 

他
方
、
否
定
説
は
、
⑦
現
行
法
の
体
系
に
関
す
る
理
由
と
し
て
、
第
一

に
、
現
行
法
は
、
婚
姻
の
離
婚
解
消
の
場
合
に
は
財
産
分
与
制
度
に
よ
り
、

死
亡
解
消
の
場
合
に
は
相
続
制
度
に
よ
り
、
夫
婦
財
産
を
処
理
し
よ
う
と

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
共
通
的
性
格
を
も
っ
と
い
っ
て
も
別
制
度
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
内
縁
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
財
産
分
与
制
度
を
認
め

る
と
、
婚
姻
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
相
続
制
度
と
は
別
の
財
産
分
与
制
度

を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
現
行
法
の
体
系
を
崩
す
こ
と
に
な
る
と
主

(7) 

張
す
る
。
第
二
に
、
生
前
離
婚
に
お
け
る
財
産
分
与
は
夫
婦
問
だ
け
の
内

部
的
な
財
産
関
係
の
処
理
で
あ
る
の
に
対
し
、
死
別
に
お
け
る
相
続
は
共

同
相
続
人
も
被
相
続
人
の
債
権
者
も
存
在
し
直
接
第
三
者
に
影
響
を
与
え

る
の
で
、
公
示
の
な
い
内
縁
配
偶
者
に
は
、
相
続
権
も
財
産
分
与
請
求
権

も
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
第
三
に
、
特
別
縁
故
者
へ
の
相
続
財
産
の
分

与
の
規
定
(
民
法
九
五
八
条
の
三
)
も
、
借
家
権
の
承
継
の
規
定
(
借
地

借
家
法
三
六
条
)
も
、
相
続
人
が
存
在
し
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
に
す

ぎ
ず
、
現
行
法
は
相
続
人
の
利
益
を
侵
害
し
な
い
限
度
で
内
縁
に
保
護
を

与
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
死
別
の
場
合
に
内
縁
に
財
産
分
与

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
第
四
に
、
死
亡
内
縁
配
偶
者
は
生

存
内
縁
配
偶
者
に
、
遺
言
な
い
し
贈
与
に
よ
り
、
前
者
名
義
の
財
産
を
後

者
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
そ
れ
を
せ
ず
に
死
亡
し
た
以
上
、

実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
が
相
続
財
産
に
帰
属
し
、
相
続
人
が
こ
れ
を
取
得

し
て
も
、
や
む
を
え
な
い
と
す
る
。
関
連
し
て
、
@
手
続
的
理
由
と
し
て
、

現
行
法
は
、
遺
産
分
割
手
続
と
財
産
分
与
手
続
と
を
同
時
並
行
的
に
行
う

こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
と
す
る
。

否
定
説
の
最
大
の
論
拠
(
前
段
落
の
第
一
の
理
由
)
に
対
し
て
、
二
宮

北法53(5・323)1501
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周
平
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
第
一
に
、
財
産
分
与
と
相
続
権

と
い
う
二
つ
の
制
度
の
体
系
上
の
振
り
分
け
は
、
二
つ
の
制
度
が
整
っ
て

い
る
場
合
に
は
じ
め
て
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
相
続
権
が
欠
け
て
い

る
内
縁
の
場
合
に
は
関
係
が
な
い
と
し
、
現
行
法
が
予
定
し
て
い
な
い
の

は
、
法
律
上
の
夫
婦
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
財
産
分
与
を
適
用
す
る
こ
と

で
あ
る
と
反
論
す
る
。
つ
ま
り
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
を
認
め

て
も
、
婚
姻
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
を
認
め
る
と
、

婚
姻
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
体
系
を
崩

す
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
後
述
の
共
有
説
等
に
よ
り
内
縁
の

死
亡
解
消
に
一
般
財
産
上
の
請
求
を
認
め
る
と
、
婚
姻
の
死
亡
解
消
に
一

般
財
産
上
の
請
求
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
体
系
を
崩
す
こ
と
に
な

る
と
反
論
す
る
。
つ
ま
り
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
と
は
異
な
る

根
拠
の
財
産
給
付
を
認
め
る
と
す
る
と
、
婚
姻
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与

と
は
異
な
る
根
拠
の
財
産
給
付
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
現
行
法
の

体
系
を
崩
す
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
肯
定
説
も
否
定
説
も
同
じ
欠
陥
を
も

(
8
)
 

つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
否
定
説
と
い
い
つ
つ
も
、
財
産
給
付
を
全
く
否
定
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
財
産
法
上
の
一
般
理
論
、
す
な
わ
ち
、
共
有
説
、
報
酬
説
、

(9) 

不
当
利
得
説
、
事
実
上
の
組
合
説
に
よ
り
、
財
産
給
付
を
肯
定
す
る
の
で

本
町
フ
心
。

北法53(5・324)1502

共
有
説
は
、
相
続
財
産
を
、
死
亡
内
縁
配
偶
者
と
生
存
内
縁
配
偶
者
と

の
共
有
で
あ
る
と
み
て
、
生
存
配
偶
者
の
持
分
を
定
め
、
こ
れ
を
相
続
財

産
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
説
で
あ
る
。
報
酬
説
は
、
死
亡
内
縁
配
偶
者

と
生
存
内
縁
配
偶
者
と
の
聞
に
雇
用
な
い
し
請
負
の
関
係
が
存
在
し
た
も

の
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
で
あ
ろ
う
賃
金
な
い
し
報
酬
の
未
払
分
を

相
続
財
産
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
説
で
あ
る
。
不
当
利
得
説
は
、
生
存

内
縁
配
偶
者
に
よ
る
労
務
等
の
提
供
に
よ
り
相
続
財
産
が
維
持
さ
れ
ま
た

は
増
大
し
て
い
る
場
合
に
、
死
亡
内
縁
配
偶
者
に
受
益
が
あ
る
と
し
て
、

生
存
配
偶
者
に
不
当
利
得
返
還
請
求
を
認
め
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
事
実

上
の
組
合
説
は
、
共
同
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
拠
出
さ
れ
た
財
産
、
収

入
、
労
力
は
、
組
合
の
出
資
に
等
し
く
両
者
の
共
有
に
な
り
、
一
方
が
死

亡
し
た
場
合
に
は
組
合
の
解
散
に
準
じ
た
処
理
を
し
よ
う
と
す
る
説
で
あ

る
共
有
説
、
報
酬
説
、
不
当
利
得
説
、
事
実
上
の
組
合
説
そ
れ
ぞ
れ
の
利

点
と
欠
点
は
各
文
献
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
肯
定
説
が
指
摘
す
る
上
記
四

説
に
共
通
の
手
続
的
な
欠
点
(
@
)
を
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
財
産
分

与
で
あ
れ
ば
、
家
事
審
判
手
続
と
い
う
簡
便
で
迅
速
な
解
決
が
可
能
に
な

り
、
審
判
前
の
保
全
処
分
も
で
き
る
。
ま
た
、
財
産
分
与
事
件
と
遺
産
分

割
事
件
を
併
合
し
て
審
理
が
で
き
る
。
し
か
し
、
上
記
四
説
に
基
づ
き
通
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常
の
民
事
訴
訟
に
よ
り
生
存
内
縁
配
偶
者
に
財
産
給
付
を
認
め
よ
う
と
す

る
と
、
通
常
の
民
事
訴
訟
手
続
と
遺
産
分
割
審
判
手
続
の
関
係
が
問
題
と

な
ろ
う
、
と
肯
定
説
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
仁
平
正
夫
判
事
補
は
、
共
有
説
等
を
と
っ
て
も
、
内

縁
配
偶
者
は
、
分
割
の
当
事
者
と
な
り
え
な
い
が
、
遺
産
分
割
手
続
に
利

害
関
係
人
と
し
て
参
加
で
き
る
と
す
る
(
家
事
審
判
規
則
一
四
条
)
。
ま

た
、
共
有
説
等
に
基
づ
き
内
縁
配
偶
者
の
権
利
の
存
否
を
確
定
す
る
こ
と

は
、
民
事
訴
訟
手
続
に
属
す
べ
き
事
項
で
あ
り
、
遺
産
分
割
審
判
で
は
で

き
な
い
が
、
遺
産
の
範
囲
確
定
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
遺
産
分
割
の
前
提

問
題
と
し
て
、
遺
産
分
割
審
判
手
続
に
お
い
て
審
理
判
断
し
た
う
え
で
、

(
叩
)

分
割
の
処
分
を
行
う
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
遺
産
分
割
手
続

に
関
す
る
主
張
に
対
し
て
、
肯
定
説
は
、
内
縁
の
妻
は
相
続
人
で
は
な
い

か
ら
、
遺
産
分
割
審
判
を
開
始
さ
せ
る
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
を
と
る
こ
と
は

(
引
)
(
ロ
)

で
き
な
い
と
反
論
す
る
c

以
上
の
肯
定
説
と
否
定
説
に
対
し
て
、
第
三
の
学
説
が
存
在
す
る
。
そ

れ
は
、
内
縁
関
係
は
婚
姻
制
度
に
服
し
て
い
な
い
以
上
、
生
前
解
消
と
死

亡
解
消
と
を
問
わ
ず
、
婚
姻
(
離
婚
)
の
効
果
で
あ
る
財
産
分
与
と
い
う

方
法
は
不
適
当
で
あ
り
、
清
算
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
財
産
法
の
法

理
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
婚
姻
外
カ
ッ
プ
ル

に
つ
い
て
、
婚
姻
届
を
出
し
た
く
て
も
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
伝
統
的
な

事
実
婚
か
ら
、
婚
姻
届
出
を
自
己
決
定
に
よ
り
あ
え
て
出
さ
な
い
現
代
的

な
事
実
婚
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
準
婚
理
論
そ
の
も
の

を
み
な
お
し
、
そ
こ
に
契
約
理
論
に
よ
る
解
決
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
学

h
u
)
(
M
)
 

説
で
あ
る
。

三
裁
判
例
の
分
析

川
内
縁
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
り
内
縁
関
係
が
解
消
し
た
場
合
に

財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
、
肯
定
説
に

立
つ
審
判
例
と
し
て
、
前
掲
①
大
阪
家
審
昭
和
五
八
年
三
月
一
一
一
一
一
日
、
②

大
阪
家
審
平
成
元
年
七
月
一
一
一
一
日
家
月
四
二
巻
七
号
四
五
頁
、
③
大
阪
家

審
平
成
三
年
三
月
二
五
日
家
月
四
五
巻
一
号
一
二
四
頁
(
⑤
決
定
の
原
審
)

が
あ
り
、
否
定
説
に
立
つ
裁
判
例
と
し
て
、
④
東
京
地
判
平
成
四
年
一
月

三
一
日
判
タ
七
九
三
号
二
二
三
夏
、
①
大
阪
高
決
平
成
四
年
二
月
二

O
日

家
月
四
五
巻
一
号
一
二

O
頁
(
③
審
判
の
抗
告
審
)
が
あ
る
。

①
大
阪
家
審
昭
和
五
八
年
=
一
月
一
一
一
一
一
日
。

X
女
と

A
男
は
、

A
の
先
妻

没
後
の
昭
和
二
三
年
こ
ろ
見
合
い
の
う
え
挙
式
同
棲
し
た
。

A
は
病
院
を

開
設
し
、

X
は
窓
口
業
務
、
調
剤
、
外
科
手
術
等
の
手
伝
い
を
し
た
。

A

は
昭
和
四
八
年
こ
ろ
か
ら
病
気
の
た
め
入
院
お
よ
び
自
宅
療
養
を
し
た
が
、

そ
の
問
、

X
は
A
の
身
の
回
り
の
世
話
や
食
事
の
世
話
を
し
た
。

A
は
昭

和
四
九
年
に
死
亡
し
、

A
の
長
兄

Y
、
妹
Y
、
亡
長
姉
の
子

Y
が
相
続
し

~r}去53(5 ・ 325)1503
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た
と
こ
ろ
、

X
は
Y
ら
に
対
し
て
財
産
分
与
を
求
め
た
。
な
お
、
婚
姻
届

出
に
つ
い
て
は
、

A
が
最
後
に
入
院
し
て
い
た
際
、

X
が
Y
の
子
に
依
頼

し
て
届
け
出
よ
う
と
し
た
が
、
理
由
は
詳
か
で
な
い
が
、
受
理
さ
れ
る
に

至
ら
な
か
っ
た
。

家
裁
は
、
死
亡
に
よ
る
内
縁
解
消
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
死
亡
配
偶
者

の
相
続
人
に
対
す
る
生
存
配
偶
者
の
財
産
分
与
請
求
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
と
判
示
し
、

X
に
相
続
財
産
の
二
分
の
一
を
財
産
分
与
し
、
そ
の
余
の

財
産
に
つ
い
て
遺
産
分
割
の
審
判
を
し
た
。
財
産
分
与
の
本
質
が
夫
婦
共

有
財
産
の
清
算
性
を
中
核
と
す
る
も
の
と
解
す
る
限
り
で
は
、
生
前
解
消

た
る
と
死
亡
解
消
た
る
と
彼
此
区
別
す
べ
き
合
理
的
理
由
に
乏
し
く
、
ま

た
、
生
前
解
消
に
お
い
て
求
め
得
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
終
生
協
力
関
係

に
あ
っ
た
死
亡
解
消
に
お
い
て
こ
れ
を
失
わ
せ
る
こ
と
の
合
理
的
理
由
は

な
く
、
漫
然
相
続
人
に
こ
れ
を
す
べ
て
取
得
さ
せ
る
こ
と
は
、
不
当
に
利

得
さ
せ
る
も
の
と
し
て
公
平
の
観
点
か
ら
も
許
さ
れ
な
い
と
理
由
づ
け
て

い
る
。こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
事
実
の
レ
ベ
ル
で
は
、

X
は
A
の
病
院
を
手

伝
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
理
由
の
レ
ベ
ル
で
は
、
夫
婦
共
有
財

産
の
清
算
を
財
産
分
与
の
中
核
と
位
置
づ
け
た
こ
と
、
生
前
解
消
と
死
亡

解
消
と
で
は
前
者
よ
り
も
後
者
の
ほ
う
が
終
生
協
力
関
係
に
あ
る
と
し
た

こ
と
、
財
産
分
与
が
不
当
利
得
の
返
還
の
性
質
を
も
っ
と
し
た
こ
と
で
あ

る

北法53(5・326)1504

②
大
阪
家
審
平
成
元
年
七
月
三
一
日
。

X
女
は

A
男
と
、
昭
和
三
六
年

こ
ろ
か
ら
昭
和
五
一
年
に

A
が
死
亡
す
る
ま
で
、
事
実
上
の
夫
婦
と
し
て

共
同
生
活
を
続
け
た
。

A
の
弟
姉
妹
が
A
を
相
続
し
た
と
こ
ろ
、

X
は
彼

ら
に
対
し
財
産
分
与
を
求
め
た
。

家
裁
は
、
一
般
論
と
し
て
、
「
離
婚
に
よ
り
夫
婦
共
同
体
が
解
体
し
た

場
合
に
、
夫
婦
の
一
方
か
ら
他
方
に
対
す
る
財
産
分
与
の
請
求
を
認
め
、

婚
姻
中
に
夫
婦
が
相
協
力
し
て
形
成
し
た
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
の
清
算

を
図
ろ
う
と
す
る
民
法
七
六
八
条
一
項
の
趣
旨
を
考
慮
す
れ
ば
、
内
縁
の

夫
婦
共
同
体
が
そ
の
一
方
の
死
亡
に
よ
っ
て
解
消
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、

同
様
に
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
の
精
算
が
な
さ
れ
る
の
が
相
当
で
あ
る
か

ら
、
同
条
項
を
類
推
適
用
し
、
内
縁
夫
婦
の
生
存
者
は
死
者
の
相
続
人
を

相
手
に
財
産
分
与
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
」
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、

X
の
財
産
分
与
の
申
立
て
は
、
昭
和

六
二
年
に
行
わ
れ
て
お
り
、
民
法
七
六
八
条
二
項
但
書
の
二
年
の
除
斥
期

間
経
過
後
の
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
却
下
さ
れ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
財
産
分
与
の

う
ち
清
算
的
要
素
部
分
に
注
目
し
、
と
く
に
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
の
清

算
に
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
。

③
大
阪
家
審
平
成
三
年
三
月
二
五
日
(
原
審
)
、
⑤
大
阪
高
決
平
成
四
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年
二
月
二

O
日
(
抗
告
審
)
。

A
男
は
、
昭
和
二
九
年
に

B
女
と
婚
姻
し
、

Y
Y
を
も
う
け
た
。

A
は
建
売
住
宅
販
売
の
仕
事
を
し
て
お
り
、

B
も
宅

地
建
物
取
引
主
任
の
資
格
を
取
得
し
、

A
の
仕
事
に
協
力
し
た
。
し
か
し
、

A
と

B
は
昭
和
五
七
年
に
協
議
離
婚
し
た
。
他
方
で
、

A
は、

X
女
と
昭

和
四
二
年
こ
ろ
か
ら
昭
和
六
一
年
ま
で
断
続
的
に
男
女
関
係
を
結
び
、
二

人
の
聞
に
は

Y
が
お
り
、
さ
ら
に
、

X
女
と
昭
和
五
六
年
こ
ろ
か
ら
昭
和

六
三
年
に
A
が
死
亡
す
る
ま
で
共
同
生
活
を
営
ん
だ
。

Y
ら
が
A
を
相
続

し
た
と
こ
ろ
、

X
X
が
Y
ら
に
対
し
財
産
分
与
を
請
求
し
た
。

家
裁
は
、
ま
ず
、
②
審
判
と
同
じ
文
言
を
用
い
て
、
財
産
分
与
の
規
定

を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、

A
と

X
の
関

係
は
法
律
上
保
護
す
べ
き
内
縁
関
係
に
な
か
っ
た
と
し
て
、

X
の
申
立
て

を
却
下
し
、

A
と
X
の
婚
外
関
係
は
法
律
上
保
護
す
べ
き
内
縁
関
係
に

あ
っ
た
と
し
て
、

X
の
申
立
て
を
認
容
し
た
。

つ
ぎ
に
家
裁
は
、

X
に
分
与
す
べ
き
額
に
つ
い
て
、
ま
ず
、

X
は
A
の

建
売
住
宅
販
売
の
仕
事
に
僅
か
で
は
あ
る
が
協
力
し
て
い
る
こ
と
、

X
は

A
の
療
養
看
護
に
尽
く
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、

A
の
特
有
財
産
の
維
持

に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
。
つ
ぎ
に
、
財
産
分
与
に
お
い
て

は
婚
姻
解
消
後
の
扶
養
と
い
う
要
素
部
分
も
あ
る
こ
と
を
認
め
、
内
縁
関

係
が
継
続
し
て
い
れ
ば
妻
と
し
て
あ
る
程
度
の
生
活
が
保
障
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
考
慮
す
る
(
な
お
、

A
の
死
亡
後
、

X
は
警
備
員
と
し
て
就

労
し
て
い
る
。
)
。
家
裁
は
、
以
上
の
諸
点
を
齢
酌
し
て
、

X
に
相
続
財
産

の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
分
与
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
清
算
的
要

素
部
分
と
と
も
に
扶
養
的
要
素
部
分
に
も
言
及
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

ト
品
、
つ
ノ
。

以
上
の
審
判
に
対
し
て

Y
Y
と

X
Y
は
抗
告
し
た
と
こ
ろ
、
高
裁
は
逆

に
X
の
財
産
分
与
請
求
を
否
定
し
た
。

高
裁
は
、
ま
ず
、
「
内
縁
関
係
に
あ
る
男
女
の
生
存
中
に
お
け
る
内
縁

解
消
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る
夫
婦
の
離
婚
の

際
の
財
産
分
与
の
規
定
の
準
用
に
よ
り
、
配
偶
者
の
一
方
か
ら
他
方
へ
の

財
産
の
移
転
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
準
婚
関
係
に
あ
る

当
事
者
双
方
の
実
質
的
公
平
を
は
か
り
、
経
済
的
弱
者
で
あ
る
当
事
者
の

一
方
の
離
婚
後
の
扶
養
を
も
一
定
期
間
に
つ
き
考
慮
す
る
制
度
的
保
障
を

容
認
す
る
も
の
と
し
て
相
当
で
あ
る
」
が
、
「
内
縁
関
係
に
あ
る
男
女
の

一
方
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
縁
関
係
が
解
消
さ
れ
た
場
合
に
ま

で
、
離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
の
制
度
を
拡
張
し
て
、
そ
の
準
用
を
す
る
の

は
相
当
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
法
は
、
夫
婦
の
財
産
に
つ
い
て
、
離

婚
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
に
は
財
産
分
与
制
度
に
よ
り
、
ま
た
、
死
別

に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
に
は
相
続
制
度
に
よ
り
、
財
産
を
移
転
さ
せ
て

お
り
、
死
別
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
に
は
財
産
分
与
の
規
定
の
適
用
は
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な
く
、
ま
た
、
死
別
に
よ
る
内
縁
解
消
の
場
合
に
は
相
続
の
規
定
の
適
用

は
な
い
。
死
別
に
よ
る
内
縁
解
消
の
と
き
に
も
財
産
分
与
を
認
め
る
こ
と

は
、
右
の
よ
う
な
離
婚
法
お
よ
び
相
続
法
に
つ
き
、
現
行
法
の
体
系
を
崩

す。
高
裁
は
、
以
上
の
判
示
か
ら

X

X
の
申
立
て
を
却
下
す
れ
ば
十
分
で

あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
、

X
と
A
は
法
律
上
保
護
す
べ
き
内
縁
関
係
に
な
か
っ

た
こ
と
、
お
よ
び
、

X
と
A
は
法
律
上
保
護
す
べ
き
内
縁
関
係
に
あ
っ
た

と
し
て
も
、
内
縁
期
間
は
短
期
間
で
あ
り
、
相
続
財
産
は
A
が
X
と
協
力

し
て
取
得
し
た
も
の
で
は
な
く
A
が
単
独
な
い
し

B
と
協
力
し
て
取
得
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

X
は
A
の
遺
産
か
ら
実
質
的
に
五

O
O
万
円
を
取

得
し
て
い
る
こ
と
を
認
定
し
、
財
産
分
与
請
求
権
は
な
い
と
判
示
し
た
。

一
般
論
と
し
て
、
離
婚
法
と
相
続
法
の
体
系
を
崩
す
か
ら
、
内
縁
の
死

亡
解
消
に
財
産
分
与
を
認
め
な
い
と
理
由
づ
け
る
と
こ
ろ
は
、
本
件
決
定

と
同
じ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
清
算
的
要
素
部
分
に
関
す
る
検
討
は
行
っ

て
い
る
が
、
扶
養
的
要
素
部
分
に
は
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ

ょ、つ。④東
京
地
判
平
成
四
年
一
月
一
一
一
一
日
。

Y
女
と

A
男
の
関
係
は
、
当
初

は
不
倫
の
情
交
関
係
に
は
じ
ま
り
、

Y
も
A
に
妻
B
、
子
X

X
の
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
が
、

Y
と
A
が
第
一
建
物
で
同
棲
生
活
を
開
始
し
た
こ

ろ
に
は
、

A
と

B
は
離
婚
し
、
爾
来
Y
と
A
は
八
年
以
上
に
わ
た
り
公
然

と
同
棲
生
活
を
続
け
た
。
ま
た
、
第
二
建
物
は
、

Y
が
A
と
内
縁
の
夫
婦

と
し
て
共
同
生
活
を
行
う
問
、
相
互
に
資
金
を
出
し
合
い
雨
名
の
老
後
の

生
活
の
基
盤
と
す
る
趣
旨
で
建
築
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
第
二
建
物
の

総
工
費
一
億
二
三
八

O
万
円
の
う
ち
、

Y
が
一
二
五
O
万
円
を
出
摘
し
た
。

A
の
死
亡
後
、
第
一
建
物
も
第
二
建
物
も

X
名
義
に
さ
れ
た
が
、

Y
は
第

二
建
物
に
住
み
続
け
た
。

ま
ず
、
第
一
建
物
に
関
す
る
甲
事
件
で
は
、

X
は

Y
に
対
し
、
不
法
占

有
を
理
由
に
、
明
渡
し
と
賃
料
相
当
の
損
害
金
の
支
払
を
求
め
た
。
こ
れ

に
対
し
、

Y
は
、
財
産
分
与
の
規
定
の
準
用
な
い
し
類
推
適
用
に
よ
り
、

財
産
分
与
の
手
続
が
終
了
す
る
ま
で
占
有
し
う
る
正
当
な
権
原
を
有
す
る

と
抗
弁
し
た
。
し
か
し
、
地
裁
は
、
現
行
法
の
体
系
を
崩
す
こ
と
に
な
る

か
ら
、
死
亡
に
よ
る
内
縁
解
消
の
場
合
に
は
、
他
方
に
財
産
分
与
請
求
権

(
日
)

は
な
い
と
判
示
し
、

Y
の
占
有
権
原
を
否
定
し
た
。

つ
ぎ
に
、
第
二
建
物
に
関
す
る
乙
事
件
で
は
、

Y
は
X
に
対
し
、
第
一

に
、
財
産
分
与
と
し
て
、
第
二
に
、
共
有
財
産
の
清
算
と
し
て
、
二
分
の

一
の
持
分
を
主
張
し
た
。
地
裁
は
、
ま
ず
、
甲
事
件
と
同
様
に
、
現
行
法

の
体
系
を
崩
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
死
亡
に
よ
る
内
縁
解
消
の
場
合
に
財

産
分
与
請
求
権
は
な
い
と
判
示
し
た
。
つ
ぎ
に
、
「
正
式
の
婚
姻
関
係
で

あ
る
と
、
内
縁
関
係
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
奏
が
家
業
に
専
念
し
そ
の
労

働
の
み
を
も
っ
て
い
わ
ゆ
る
内
助
の
功
と
し
て
夫
婦
の
共
同
生
活
に
寄
与
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し
て
い
る
場
合
と
は
異
な
り
、
婚
姻
中
夫
婦
双
方
が
資
金
を
負
担
し
、
そ

の
資
金
に
よ
っ
て
夫
婦
の
共
同
生
活
の
経
済
的
基
礎
を
構
成
す
る
財
産
と

し
て
不
動
産
を
取
得
し
、
し
か
も
右
不
動
産
の
取
得
に
つ
き
夫
婦
が
一
体

と
し
て
互
い
に
協
力
・
寄
与
し
た
も
の
と
評
価
し
得
る
場
合
に
は
、
民
法

七
六
二
条
二
項
に
よ
り
、
右
取
得
不
動
産
は
、
た
と
え
そ
の
登
記
簿
上
の

所
有
名
義
を
夫
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、
夫
婦
問
に
お
い
て
こ
れ
を
夫
の

特
有
財
産
と
す
る
旨
の
特
段
の
合
意
が
な
い
以
上
、
夫
婦
の
共
有
財
産
と

し
て
同
人
ら
に
帰
属
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
よ
と
判
示

し
、
具
体
的
に
は
、

Y
は
第
二
建
物
に
つ
い
て
共
有
持
分
一
万
分
の
一
七

三
六
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
単
独
所
有
名
義
を
共
有
名
義
に
す
る
更
正

登
記
手
続
を
命
じ
た
。

一
般
論
と
し
て
、
離
婚
法
と
相
続
法
の
体
系
を
崩
す
か
ら
、
内
縁
の
死

亡
解
消
に
財
産
分
与
を
認
め
な
い
と
理
由
づ
け
る
と
こ
ろ
は
、
本
件
決
定

と
同
じ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
共
有
説
を
採
用
し
、
実
質
的
夫
婦
共
有

財
産
の
清
算
を
認
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

①
1
⑤
裁
判
例
の
概
観
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
専
業
主
婦
の
事
案
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
の
③

事
案
で
は
、
内
縁
の
妻
は
生
業
を
手
伝
っ
て
お
り
、
④
事
案
は
建
物
建
築

に
つ
き
共
同
で
出
資
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
財
産
分
与
の
う
ち

の
清
算
的
要
素
部
分
、
あ
る
い
は
、
共
有
説
に
よ
る
共
有
持
分
を
認
め
ら

れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
本
件
で
は
、
夫
が
タ
ク
シ
ー
会
社
の
代
表
取
締
役

で
あ
り
、
妻
が
別
会
社
の
従
業
員
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
(
月
収
一
五
万

円
程
度
て
そ
の
後
、
パ
ー
ト
勤
務
し
て
い
た
(
月
収
一

O
万
円
程
度
)
、

共
稼
ぎ
夫
婦
で
あ
っ
た
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。

第
二
に
、
財
産
分
与
を
認
め
た
も
の
の
う
ち
、
①
審
判
は
、
財
産
分
与

は
夫
婦
共
有
財
産
の
清
算
性
を
中
核
と
す
る
も
の
と
判
示
し
て
お
り
、
②

③
審
判
は
、
財
産
分
与
は
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
の
清
算
を
図
る
も
の
と

判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
レ
ベ
ル
で
は
、
清
算
的
要
素
が
主
要

な
考
慮
要
素
で
あ
る
。
ま
た
、
事
実
レ
ベ
ル
で
も
、
内
縁
の
夫
死
亡
後
の

妻
の
生
活
状
況
に
言
及
し
て
い
る
も
の
は
あ
る
が
、
実
際
に
扶
養
的
要
素

を
認
め
た
も
の
は
な
い
。
本
伴
原
原
審
は
、
扶
養
的
要
素
の
み
を
認
め
た

点
で
特
徴
的
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
裁
判
例
が
肯
定
説
と
否
定
説
に
分
か
れ
る
中
で
、
本
件

決
定
は
、
内
縁
の
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
り
内
縁
関
係
が
解
消
し
た
場

合
に
財
産
分
与
の
規
定
の
類
推
適
用
を
否
定
し
た
。
今
後
、
ど
の
よ
う
な

法
律
構
成
で
生
存
内
縁
配
偶
者
に
対
す
る
財
産
給
付
を
認
め
て
い
く
か
は
、

裁
判
例
の
蓄
積
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
今
後
の
動
向
を
占
う
も

の
と
し
て
、
共
有
説
を
採
用
す
る
裁
判
例
が
あ
る
の
で
、
つ
ぎ
に
検
討
し

北法53(5・329)1507

て
(2) お

っ共
有
説
を
採
用
し
、
生
存
内
縁
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判
例
は
、
@
大
阪
高
判
昭
和
五
七
年
一
一
月
三
O
日
判
タ
四
八
九
号
六
五

頁
(
夫
の
家
業
を
夫
婦
で
共
同
経
営
し
て
い
た
。
夫
名
義
の
不
動
産
に
つ

き
、
夫
婦
が
共
有
財
産
と
し
て
購
入
し
た
こ
と
を
認
め
、
妻
の
共
有
持
分

を
二
分
の
一
と
し
た
。
)
、
⑦
名
古
屋
高
判
昭
和
五
八
年
六
月
一
五
日
判
タ

五
O
八
号
一
一
一
一
頁
(
夫
婦
は
生
活
費
を
い
か
な
る
割
合
で
分
担
す
る
か

に
つ
い
て
格
別
の
合
意
を
せ
ず
、
二
人
の
収
入
を
合
算
し
こ
れ
ら
を
生
活

の
質
と
し
余
剰
の
分
を
夫
名
義
の
預
金
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
夫
婦
の
準

共
有
に
か
か
り
、
妻
の
持
分
を
二
分
の
一
と
推
定
し
た
。
)
、
前
掲
④
東
京

地
判
平
成
四
年
一
月
一
三
日
(
夫
婦
で
共
同
出
資
し
不
動
産
を
取
得
し
た
。

そ
れ
が
夫
名
義
に
な
っ
て
い
て
も
、
夫
婦
の
共
有
財
産
で
あ
り
、
妻
は
出

資
分
に
応
じ
て
共
有
持
分
を
有
す
る
と
し
た
。
)
、
⑧
最
判
平
成
一

O
年
二

月
二
六
日
民
集
五
二
巻
一
号
二
五
五
頁
(
楽
器
指
導
盤
の
製
造
販
売
業
を

共
同
経
営
し
、
居
住
お
よ
び
事
業
の
た
め
に
不
動
産
を
共
同
で
占
有
使
用

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
夫
が
死
亡
し
た
後
も
妻
が
単
独
で
占
有
使
用
し
て

い
た
。
そ
の
不
動
産
に
つ
い
て
、
夫
婦
の
共
有
財
産
で
あ
っ
た
こ
と
を
認

め
、
妻
の
共
有
持
分
を
二
分
の
一
と
し
た
。
ま
た
、
夫
の
共
有
持
分
に
つ

い
て
、
夫
の
相
続
人
が
妻
に
対
し
賃
料
相
当
新
聞
の
不
当
利
得
を
返
還
請
求

し
た
が
、
夫
婦
問
に
お
い
て
、
一
方
が
死
亡
し
た
後
は
他
方
が
単
独
で
使

用
す
る
旨
の
合
意
が
成
立
し
て
い
た
と
推
認
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
請

求
を
棄
却
し
た
。
)
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
共
同
経
営
や
共
同
出
資
の
事
案
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
共
有
と
い
う
法
律
構
成
を
採
用
す
る
こ
と
か
ら
、
必
然

的
に
内
縁
夫
婦
の
財
産
関
係
に
つ
き
詳
細
な
認
定
を
行
い
、
実
際
の
出
掲

額
が
わ
か
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
て
、
不
明
で
あ
れ
ば
二
分
の
一
で
、
共
有
持

分
を
認
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
扶
養
的
要
素
部
分
は
考
慮
し
な
い
。
以
上
か

ら
は
、
裁
判
所
が
、
専
業
主
婦
の
事
案
で
、
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
の
増

加
に
対
す
る
専
業
主
婦
の
貢
献
を
評
価
し
て
、
共
有
説
に
よ
り
共
有
持
分

を
認
め
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

同

①

i
⑤
裁
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
、
専
業
主
婦
の
事
案
が
な
い
こ

と
、
そ
し
て
、
財
産
分
与
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
清
算
的
要
素
部
分
を

主
に
考
慮
し
、
扶
養
的
要
素
部
分
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
し
か
し
、
裁
判
例
が
五
つ
と
数
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う

に
一
般
的
に
い
え
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
内
縁
夫
婦
の

生
存
中
の
内
縁
解
消
ま
で
裁
判
例
を
広
げ
て
分
析
し
、
裁
判
例
の
傾
向
を

検
討
す
る
。

離
別
に
よ
る
内
縁
解
消
の
場
合
に
、
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す

る
こ
と
は
確
立
し
て
い
る
。
裁
判
例
と
し
て
は
、
⑨
東
京
家
審
昭
和
三
一

年
七
月
二
五
日
家
月
九
巻
一

O
口
万
三
人
頁
、
⑩
東
京
家
審
昭
和
三
四
年
三

月
一
一
日
家
月
一
一
巻
六
号
二
二
三
頁
、
⑪
広
島
高
決
昭
和
三
八
年
六
月

一
九
日
家
月
一
五
巻
一

O
号
一
三
O
頁
、
⑫
大
阪
家
審
昭
和
三
九
年
八
月
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一
九
円
家
月
一
七
巻
一
号
九
九
頁
(
⑬
の
原
審
)
、
⑬
大
阪
高
決
昭
和
四

O
年
七
月
六
日
家
月
一
七
巻
二
一
号
一
二
八
頁
(
⑫
の
抗
告
審
)
、
⑪
東

京
家
審
昭
和
田
O
年
九
月
二
七
日
家
月
一
八
巻
二
号
九
二
頁
、
⑮
福
岡
家

裁
小
倉
支
審
昭
和
四
六
年
八
月
二
五
日
家
月
二
五
巻
一
号
四
八
頁
、
⑬
福

岡
家
裁
小
倉
支
審
昭
和
五
二
年
二
月
二
八
日
家
月
二
九
巻
一

O
号
一
四
七

頁
、
⑪
東
京
高
決
昭
和
五
四
年
四
月
二
四
日
家
月
三
二
巻
二
号
八
一
頁
、

⑬
岐
阜
家
審
昭
和
五
七
年
九
月
一
四
日
家
月
三
六
巻
四
号
七
八
頁
、
⑬
名

古
屋
家
審
平
成
一

O
年
六
月
二
六
日
判
タ
一

O
O
九
号
二
四
一
頁
が
あ
る
。

ま
た
、
本
件
決
定
も
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
「
内
縁
の
夫
婦
に
つ
い
て
、

離
別
に
よ
る
内
縁
解
消
の
場
合
に
民
法
の
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用

す
る
こ
と
は
、
準
婚
的
法
律
関
係
の
保
護
に
適
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
合

理
性
を
承
認
し
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
つ
い
て
、

財
産
分
与
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
あ
る
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は

以
下
の
三
点
に
整
理
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
初
期
の
審
判
例
で
は
、
財
産
分
与
の
規
定
の
準
用
な
い
し
類

推
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
一
般
論
に
比
較
的
多
く
の
紙
幅
を
割
き
、

具
体
的
な
財
産
分
与
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
財
産
関
係
の
詳
細
な
認

定
を
あ
ま
り
行
っ
て
い
な
い
。
他
方
、
そ
の
後
の
審
判
例
に
な
る
と
、
財

産
分
与
の
規
定
の
準
用
な
い
し
類
推
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
一
般
論

は
当
然
の
前
提
と
な
り
、
具
体
的
な
財
産
分
与
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
、

内
縁
期
間
中
に
蓄
財
し
た
共
有
財
産
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
有
財
産
の
範
囲
を

認
定
し
、
財
産
分
与
請
求
者
の
共
有
財
産
に
対
す
る
貢
献
の
割
合
を
決
定

す
る
な
ど
、
詳
細
な
事
実
認
定
を
行
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
専
業
主
婦
の
事
案
は
少
な
く
、
妻
が
夫
の
家
業
を
手
伝
っ
て

い
る
場
合
や
、
実
質
的
に
は
、
共
同
営
業
あ
る
い
は
共
同
経
営
し
て
い
る

(
凶
)

場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
財
産
分
与
の
清
算

的
要
素
部
分
は
認
め
ら
れ
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
裁
判
所
は
、
財
産
分
与
の
内
容
を
定
め
る
場
合
、
詳
細
に
財

産
関
係
を
確
定
し
た
う
え
で
清
算
的
要
素
部
分
を
決
定
し
て
い
る
が
、
扶

養
的
要
素
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
考
慮
す
る
と
し
な
が
ら
も
、

具
体
的
に
は
何
も
言
及
し
な
い
か
、
ま
た
は
、
内
縁
解
消
後
で
も
生
活
に

困
窮
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
な
ど
と
し
て
、
具
体
的
に
は
扶
養
的
要
素

部
分
を
認
め
な
い
と
す
る
審
判
例
が
多
い
。
さ
ら
に
、
具
体
的
に
扶
養
的

要
素
部
分
を
認
め
る
場
合
で
も
、
清
算
的
要
素
部
分
に
比
し
て
、
少
額
で

(
げ
)

あ
る
。

検
討

(
路
)

公
式
裁
判
例
集
の
分
析
と
い
う
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
①
1
⑮
裁
判
例

の
検
討
か
ら
、
内
縁
関
係
に
お
け
る
財
産
分
与
の
内
容
と
し
て
は
、
清
算

的
要
素
部
分
が
そ
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
内
縁
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夫
婦
の
財
産
関
係
を
詳
細
に
検
討
し
、
分
与
請
求
者
が
財
産
形
成
に
ど
れ

ほ
ど
貢
献
し
た
か
を
数
値
化
す
る
な
ど
し
て
、
具
体
的
な
判
断
を
行
う
傾

向
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
共
同
経
営
、
共
同
出
資
、
あ
る
い
は
、
生
業
を

手
伝
う
な
ど
の
事
案
が
多
く
、
専
業
主
婦
の
事
案
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
他

方
、
扶
養
的
要
素
部
分
に
つ
い
て
は
、
内
縁
解
消
後
の
生
活
状
態
に
つ
き

簡
単
に
言
及
す
る
に
と
ど
ま
り
、
さ
ら
に
、
実
際
に
分
与
を
認
め
た
も
の

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
と
く
に
、
内
縁
関
係
の
死
亡
解
消
に
お
い
て
は
、
財

産
分
与
を
認
め
た
も
の
の
う
ち
で
も
、
扶
養
的
要
素
部
分
を
認
め
た
も
の

は
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
肯
定
説
と
否
定
説
を
検
討
す
る
。

第
一
に
、
内
縁
の
死
亡
解
消
に
財
産
分
与
を
認
め
る
と
し
て
も
、
法
律

上
の
婚
姻
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
も
財
産
分
与
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
と
す
る
肯
定
説
の
論
拠
(
⑦
に
関
す
る
二
宮
説
の
第
一
の
反
論
)
に

つ
い
て
は
、
法
律
上
の
婚
姻
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
、
た
と
え
ば
、
相
続

制
度
に
の
っ
と
る
よ
り
も
財
産
分
与
制
度
に
の
っ
と
る
ほ
う
が
多
く
を
取

(

印

)

(

初

)

得
す
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
、
あ
る
い
は
、
相
続
放
棄
を
し
た
場
合
に
、

財
産
分
与
が
請
求
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
財
産
分
与
請
求

権
が
、
な
ぜ
、
内
縁
の
生
存
配
偶
者
に
認
め
ら
れ
て
法
律
上
の
婚
姻
の
生

存
配
偶
者
に
認
め
ら
れ
な
い
の
か
と
問
わ
れ
た
と
き
、
肯
定
説
が
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
現
行
法
上
予
定
し
て
い
な
い
か
ら
と
答
え
る
だ
け
で
は
説
得

力
に
欠
け
よ
、
っ
。

第
二
に
、
財
産
分
与
の
内
容
に
関
す
る
理
由
(
①
)
に
か
か
わ
る
が
、

財
産
分
与
の
清
算
的
要
素
部
分
の
認
定
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
共
有
説
に

お
け
る
共
有
持
分
の
認
定
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
の
具
体
的
な
作
業
内
容

は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
財
産
関
係
の
詳
細
な

認
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
裁
判
例
で
は
、
共
同
経
営
な
ど
の
事
案
が
多
く
、
専
業
主
婦

の
事
案
は
少
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
専
業
主
婦
の
事
案
の
場
合
、
財
産
分
与

の
清
算
的
要
素
部
分
の
認
定
に
お
い
て
も
、
ま
た
は
、
共
有
説
に
お
け
る

共
有
持
分
の
認
定
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
が
ど

れ
く
ら
い
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
肯
定
説
を
と
れ
ば
専
業
主
婦
は
保
護
さ
れ
る
と
か
、
否
定

説
を
採
れ
ば
専
業
主
婦
は
保
護
さ
れ
な
い
と
か
、
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
ど
の
よ
う
な
法
律
構
成
を
採
ろ
う
と
も
、
実
質
的
夫
婦
共

有
財
産
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
専
業
主
婦
に
対
す
る
清

算
と
し
て
の
財
産
給
付
の
多
寡
が
決
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
に
、
同
じ
く
財
産
分
与
の
内
容
に
関
す
る
理
由
(
@
)
に
か
か
わ

る
が
、
肯
定
説
も
否
定
説
も
生
存
内
縁
配
偶
者
に
何
ら
か
の
財
産
給
付
を

認
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
遠
い
は
な
い
が
、
問
題
は
そ
の
内
容
で
あ
る
。
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肯
定
説
は
、
清
算
的
要
素
部
分
だ
け
で
な
く
扶
養
的
要
素
部
分
も
認
め
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
と
く
に
専
業
主
婦
の
保
護
に
資
す
る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
裁
判
例
の
分
析
か
ら
、
内
縁
関
係
に
お
け
る
財
産
分
与
に
つ
い

て
は
、
扶
養
的
要
素
部
分
は
主
要
な
考
慮
要
素
で
は
な
く
、
ま
た
、
扶
養

的
要
素
部
分
を
実
際
に
認
め
る
も
の
も
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
肯
定
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
財
産
分
与
を
認
め
れ
ば
、

清
算
的
要
素
部
分
だ
け
で
な
く
扶
養
的
要
素
部
分
も
認
め
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
専
業
主
婦
の
保
護
に
資
す
る
と
の
主
張
は
、
理
論
的
に
は
そ
う
い

(
幻
)

え
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
す
る
と
、
肯
定
説
と
否
定
説
の
違
い
は
手
続
の
違
い
に
解
消
さ
れ

る
(
⑤
)
。
す
な
わ
ち
、
家
事
審
判
手
続
で
財
産
分
与
の
清
算
的
要
素
部

分
を
判
断
す
る
か
、
通
常
訴
訟
手
続
で
共
有
持
分
等
を
判
断
す
る
か
、
と

い
う
差
異
に
解
消
さ
れ
る
。
否
定
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
内
縁
配
偶
者

が
遺
産
分
割
手
続
に
利
害
関
係
人
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
内
縁

配
偶
者
の
権
利
の
存
否
を
前
提
問
題
と
し
て
遺
産
分
割
手
続
で
審
理
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
肯
定
説
と
の
差
異
は
さ
ら
に
縮
ま
る
。
結
局
、
内
縁
配

偶
者
自
身
が
家
事
審
判
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か

の
違
い
し
か
残
ら
な
い
。

で
は
、
肯
定
説
と
否
定
説
の
違
い
を
手
続
の
違
い
に
解
消
さ
せ
て
し

ま
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
内
縁
関
係
に
お
け
る
財
産
分

与
に
つ
い
て
、
清
算
的
要
素
部
分
を
主
に
考
慮
し
扶
養
的
要
素
部
分
に
は

ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
と
い
う
裁
判
例
の
傾
向
を
是
認
し
て
し
ま
っ
て
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
決
定
は
、
内
縁
関
係
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
財
産

分
与
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
の
で
、
今
後
は
、
共
有
説
等
の
財
産
法
上
の

一
般
法
理
に
よ
り
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産
の
清
算
の
み
を
考
慮
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
で
は
、
内
縁
関
係
の
生
前
解
消
の
場
合
に
財
産
分
与
を
肯
定

す
る
と
し
て
、
清
算
的
要
素
部
分
を
主
に
考
慮
す
る
こ
と
で
足
り
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

私
見
は
、
そ
れ
で
足
り
る
と
解
し
た
い
。
と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
私
見
は
、
内
縁
関
係
は
婚
姻
制
度
に
服
し
て
い
な
い
以
上
、
生
前

解
消
と
死
亡
解
消
と
を
問
わ
ず
、
婚
姻
(
離
婚
)
の
効
果
で
あ
る
財
産
分

与
と
い
う
方
法
は
不
適
当
で
あ
り
、
清
算
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
財

産
法
の
法
理
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
前
述
の
第
三
の

学
説
を
支
持
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
生
前
解
消
と
死
亡
解
消
と
を
問
わ
ず
、

扶
養
的
要
素
部
分
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
生
前
解
消
の
場
合
、
財
産
分
与
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
の
先
例

は
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
尊
重
し
つ
つ
も
、
第
三
の
学

説
の
趣
旨
を
推
し
及
ぼ
し
て
、
清
算
的
要
素
部
分
を
主
に
考
慮
す
れ
ば
足

り
る
と
解
し
た
い
。
つ
ま
り
、
裁
判
例
の
傾
向
を
是
認
す
る
の
で
あ
る
。

本
決
定
が
、
内
縁
関
係
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
財
産
分
与
の
規
定
の
類
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推
適
用
を
否
定
し
た
の
は
、
現
行
法
の
体
系
を
崩
す
こ
と
に
な
る
か
ら
と

い
う
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
三
の
学
説
か
ら
も
、

本
決
定
は
是
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
、
内
縁
関
係

の
生
前
解
消
の
場
合
に
財
産
分
与
の
規
定
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
と
し

て
も
、
清
算
的
要
素
部
分
を
主
に
考
慮
す
る
方
向
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
生
前
解
消
と
死
亡
解
消
と
を
問
わ
ず
、

扶
養
的
要
素
部
分
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
専
業
主
婦
の
保
護
に

欠
け
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
財
産
分
与
の
清
算
的

要
素
部
分
ま
た
は
共
有
持
分
等
を
判
断
す
る
際
、
実
質
的
夫
婦
共
有
財
産

(
幻
)

の
認
定
を
柔
軟
に
行
え
ば
足
り
よ
う
。

第
四
に
、
肯
定
説
も
、
共
有
説
、
報
酬
説
、
不
当
利
得
説
、
事
実
上
の

組
合
説
も
、
重
婚
的
内
縁
の
生
存
配
偶
者
に
財
産
給
付
を
認
め
る
か
ど
う

か
、
さ
ら
に
は
、
ど
の
よ
う
な
論
拠
で
認
め
る
か
を
検
討
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。
清
算
的
要
素
部
分
に
つ
い
て
は
、
機
械
的
に
行
え
ば
問
題
は

起
こ
ら
な
い
が
、
と
く
に
、
扶
養
的
要
素
部
分
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
(
お
)

に
扶
養
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
者
が
存
在
す
る
場
合
に
問
題
が
生
じ
う
る
し
、

ま
た
、
生
存
内
縁
配
偶
者
を
扶
養
す
る
義
務
が
あ
る
者
が
存
在
す
る
場
合

(μ) 

に
も
問
題
が
生
じ
う
る
。
本
件
で
は
、

A
に
扶
養
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
者

は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る

(
Xと
A
は
当
初
は
重
婚
的
内
縁
関
係
に

あ
っ
た
が
、
裁
判
所
は
そ
れ
を
内
縁
期
間
に
合
め
な
い
と
し
た
た
め
、
問

題
は
表
面
化
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、

Y
ら
は
成
人
し
て
い
る
。
)
。
し
か
し
、

X
を
扶
養
す
る
義
務
が
あ
る
者
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る

(
X
と
亡
夫
の
聞
に
は
二
女
一
男
が
い
た
が
、
彼
ら
が

A
を
扶
養
す
る
義

務
を
負
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

A
が

亡
夫
の
遺
族
年
金
を
受
領
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
認
定
さ
れ
て

い
な
い
。
)
。
扶
養
的
要
素
部
分
を
考
慮
す
る
と
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と

も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。
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事
案
の
特
徴

本
件
婚
外
関
係
は
、
従
来
の
判
例
お
よ
ぴ
学
説
が
法
律
的
保
護
を
与
え

て
き
た
典
型
的
な
内
縁
関
係
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、

A
と
X
は
当
初

(
お
)

重
婚
的
内
縁
関
係
に
あ
り
、
ま
た
、
普
通
に
い
う
同
棲
の
事
実
は
な
か
っ

(
お
)

た。

X
は、

A
か
ら
す
で
に
多
額
の
生
活
費
お
よ
び
三
O
O
万
円
の
贈
与

を
受
け
て
お
り
、
ま
た
、

A
の
財
産
形
成
に
貢
献
し
た
と
は
い
え
な
い
。

原
原
審
の
大
阪
家
裁
が
財
産
分
与
の
う
ち
清
算
的
要
素
部
分
で
は
な
く
扶

養
的
要
素
部
分
だ
け
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
過
去
の
裁
判
例
と
比
較
し

て
特
徴
的
で
あ
る
。

五以
上
の
よ
う
に
、
本
件
は
、

A
と

X
の
関
係
は
法
律
上
保
護
す
べ
き
準

婚
関
係
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
あ
る
い
は
、

X
の
療
養
看
護
に
つ
き
A

は
す
で
に
十
分
に
補
償
し
て
い
る
と
し
て
、

X
の
財
産
分
与
請
求
を
否
定



す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
事
案
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本

決
定
は
、
内
縁
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
は
、
清
算
的
要
素
部
分
と
扶
養
的

要
素
部
分
を
含
め
て
、
財
産
分
与
の
規
定
の
類
推
適
用
を
一
般
的
に
否
定

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
決
定
の
射
程
は
、
典
型
的
な
内
縁
関
係
に
も
及

ぶ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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*
本
決
定
に
対
す
る
評
釈
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

決
定
要
旨
に
賛
成
の
も
の
は
、
民
事
法
情
報
一
六
五
号
一
五
頁
(
二

0
0
0
年
六
月
)
、
中
川
淳
・
判
例
評
論
五
O
三
号
二
九
頁
(
判
例

時
報
一
七
二
八
号
二
O
七
頁
)
(
二
O
O
一
年
一
月
)
、
野
津
正
充
・

法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
五
四
号
九
八
頁
(
二
O
O
一
年
二
月
)
、
本
山
敦
-

N
B
L
七
O
九
号
六
七
頁
(
二
O
O
一
年
三
月
)
、
山
口
純
夫
・
判

例
セ
レ
ク
ト
∞
(
法
学
教
室
二
四
六
号
)
二
六
頁
(
二
O
O
一
年
三

月)。決
定
要
旨
に
反
対
の
も
の
は
、
二
宮
周
平
・
平
成
一
一
一
年
度
重
要

判
例
解
説
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
二

O
二
号
七
八
頁
(
二
O

O
一
年
六

月
)
、
岩
志
和
一
郎
・
私
法
判
例
リ
マ

l
ク
ス
二
O
O
一
八
下
〉
七

O
頁
(
二
O
O
一
年
七
月
)
、
二
宮
周
平
・
平
成
一
一
一
年
度
主
要
民

事
判
例
解
説
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一

O
六
五
号
一
五
八
頁
(
二
O
O
一

年
九
月
)
。

内
縁
の
生
前
解
消
の
場
合
も
死
亡
解
消
の
場
合
も
共
有
説
で
解
釈

す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
は
、
益
井
公
司
・
宮
崎
産
業
経
営
大

学
法
学
論
集
二
二
巻
一

1
二
号
一
頁
(
二
O
O
一
年
三
月
)
、
渡
遺

泰
彦
・
法
律
時
報
七
三
巻
七
号
二
二
九
頁
(
二
O

O
一
年
六
月
)
。

そ
の
他
、
伊
藤
司
・
法
学
教
室
二
四
一
号
一
五
四
頁
(
二
0
0
0

年
一

O
月
)
、
岩
城
謙
二
・
法
令
ニ
ュ
ー
ス
六
三
五
号
二
二
頁
(
二

0
0
0
年
一
一
一
月
)
、
村
重
慶
一
・
戸
籍
時
報
五
二
三
号
六
六
頁
(
二

0

0
一
年
一
月
)
、
大
村
敦
志
・
家
族
判
例
百
選
〔
第
六
版
〕

一一

1
四
三
頁
(
二
O
O
二
年
四
月
)
。

四

*
田
中
宏
氏
(
元
家
庭
裁
判
所
判
事
)
は
、
財
産
分
与
事
件
に
関
す

る
実
務
の
状
況
を
詳
細
に
わ
た
り
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
(
後
掲
注

(
ゆ
)
参
照
)
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(
1
)
判
時
一
七
二
ハ
号
六
0
1
六
二
頁
(
匿
名
コ
メ
ン
ト
)

O
年)。

(2)
仙
台
家
審
昭
和
三
O
年
五
月
一
八
日
家
月
七
巻
七
号
四
一
頁
は
、

内
縁
の
妻
は
配
偶
者
で
な
い
か
ら
相
続
権
は
な
い
と
判
示
し
、
東

京
家
審
昭
和
三
一
四
年
九
月
一
四
日
家
月
一
一
巻
一
二
号
一

O
九
頁

は
、
内
縁
の
妻
は
相
続
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
す
る
だ
け
で
、

(二
0
0
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そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

傍
論
で
あ
る
が
、
後
掲
⑨
東
京
家
審
昭
和
三
一
年
七
月
二
五
日

は
、
内
縁
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
る
内
縁
解
消
に
つ
き
財
産
分

与
も
相
続
権
も
認
め
る
と
し
た
が
、
同
じ
く
傍
論
で
あ
る
が
、
後

掲
⑪
広
島
高
決
昭
和
三
八
年
六
月
一
九
日
は
、
相
続
関
係
は
画
一

性
の
要
請
が
あ
り
、
他
の
相
続
人
に
影
響
が
あ
り
、
配
偶
者
の
地

位
に
関
す
る
公
示
の
要
請
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
縁
配
偶
者
の
相

続
権
を
認
め
な
い
と
し
た
。

通
説
は
、
相
続
関
係
に
お
け
る
画
一
性
の
要
請
、
内
縁
関
係
の

立
証
の
困
難
性
、
届
出
婚
主
義
の
も
と
に
お
け
る
婚
姻
統
制
が
無

意
味
と
な
る
こ
と
か
ら
、
内
縁
配
偶
者
の
相
続
権
を
否
定
す
る
。

我
妻
栄
『
親
族
法
』
二
O
五
頁
(
一
九
六
一
年
)
、
中
川
善
之
助
『
相

続
法
』
九
二
頁
(
一
九
六
四
年
)
等
。
な
お
、
中
川
良
延
『
新
版

注
釈
民
法
凶
・
相
続
川
』
二
人
O
頁
(
一
九
九
二
年
)
は
、
内
縁

寡
婦
に
相
続
権
を
認
め
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
等
と
は
い
え
な
い

と
す
る
。

(3)
青
山
道
夫
『
身
分
法
概
論
』
一
一
四
1
一
一
五
頁
(
一
九
五
一

年
)

0

(
4
)
鈴
木
禄
也
&
唄
孝
一
『
人
事
法
I
』
一
五
回
頁
(
一
九
八
O
年
)

(
婚
姻
外
の
男
女
関
係
に
お
い
て
は
、
配
偶
者
相
続
権
に
照
応
す

る
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
結
合
の
態
様
に
応
じ
て
、
財

産
分
与
の
規
定
の
準
用
か
ら
単
な
る
共
有
物
分
割
ま
で
、
種
々
の

法
的
構
成
が
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
)
。

久
貴
忠
彦
・
広
島
高
決
昭
和
三
八
年
六
月
一
九
日
評
釈
・
法
時

三
五
巻
一
一
号
九
九
頁
(
一
九
八
三
年
)
、
人
見
康
子
「
内
縁
夫
婦

の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
他
方
の
財
産
分
与
の
請
求
」

沼
辺
愛
一
他
編
『
家
事
審
判
事
件
の
研
究
山
』
八
一
、
九

0
1
九

三
頁
(
一
九
八
八
年
)
、
二
宮
周
平
「
内
縁
の
夫
の
遺
産
に
対
す
る

内
縁
の
妻
の
権
利
」
判
タ
七
四
七
号
一
六
四
頁
(
一
九
九
一
年
)
、

二
宮
周
平
「
婚
外
関
係
の
法
的
処
理
」
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー
(
家

族
)
判
タ
七
九
四
号
五
四
頁
(
一
九
九
二
年
)
、
日
野
忠
利
「
内
縁

の
解
消
と
財
産
分
与
」
ケ
l
ス
研
究
二
二
七
号
九
七
頁
(
一
九
九

二
年
)
、
床
谷
文
雄
・
大
阪
高
決
平
成
四
年
二
月
二
O
日
評
釈
・
法

セ
四
五
二
号
二
三
二
頁
(
一
九
九
二
年
)
、
村
重
慶
一
「
扶
養
的
財

産
分
与
の
算
定
基
準
」
判
タ
八
O
五
号
二
九
、
三
四
頁
注
同
(
一

九
九
三
年
)
(
婚
姻
し
た
夫
婦
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
離

婚
を
条
件
と
す
る
財
産
分
与
請
求
権
が
相
続
権
に
添
加
・
変
質
す

る
の
に
対
し
、
内
縁
の
夫
婦
の
場
合
に
は
離
別
を
条
件
と
す
る
財

産
分
与
請
求
権
が
死
亡
に
よ
り
条
件
が
成
就
し
同
請
求
権
が
顕
在

化
し
成
立
す
る
と
す
る
。
)
、
島
津
一
郎
「
第
七
六
八
条
〔
離
婚
に

よ
る
財
産
分
与
〕
」
島
津
一
郎
・
久
貴
忠
彦
編
「
新
・
判
例
コ
ン
メ

ン
タ
l
ル
民
法
日
・
親
族
問
』
四
O
、五一一一
1
五
九
頁
(
一
九
九

四
年
)
(
財
産
分
与
規
定
の
類
推
適
用
説
は
伝
統
的
な
内
縁
に
、
他

方
、
共
有
説
な
い
し
組
合
説
は
新
し
い
型
の
事
実
婚
(
契
約
同
棲
)

に
、
親
し
み
ゃ
す
い
と
す
る
。
)
、
吉
田
欣
子
・
大
阪
高
決
平
成
四

年
二
月
二

O
日
評
釈
・
『
家
族
法
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕
』
五
六
1
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五
七
頁
(
一
九
九
五
年
)
(
現
行
法
の
も
と
で
は
、
否
定
説
を
支
持

す
る
ほ
か
な
い
が
、
共
通
財
産
の
清
算
で
は
、
扶
養
の
保
障
を
求

め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
通
常
の
民
事
訴
訟
に
よ
る
ほ
か
な

く
、
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
)
、
鍛
冶
良
堅
「
内
縁
配
偶
者
の
死
亡

と
財
産
分
与
請
求
」
法
律
論
叢
六
七
巻
四
H

五
H

六
号
一
九
三
頁

(
一
九
九
五
年
)
。

(5)
我
妻
・
前
掲
注

(
2
)
・
一
五
四
頁
。

(
6
)
山
口
純
夫
・
大
阪
家
審
昭
和
五
八
年
三
月
一
一
一
一
一
日
評
釈
・
判
タ

五
四
三
号
二
一
二
頁
(
一
九
八
五
年
)
、
仁
平
正
夫
・
大
阪
家
審

昭
和
五
八
年
三
月
二
三
日
-
評
釈
・
家
月
三
七
巻
九
号
一
四
七
頁

(
一
九
八
八
年
)
、
太
田
武
男
『
家
族
法
の
理
論
と
展
開
』
一
一
一

五
1
一
二
六
頁
注
同
(
一
九
八
八
年
)
、
高
木
積
夫
「
財
産
分
与

請
求
権
の
相
続
性
」
判
タ
七
四
七
号
一
五
三
頁
(
一
九
九
一
年
)
、

太
田
武
男
「
内
縁
の
死
亡
に
よ
る
解
消
と
民
法
七
六
八
条
準
用
の

許
否
|
!
大
阪
高
裁
平
成
四
年
二
月
二
O
日
の
決
定
を
機
縁
と

し
て
|
|
」
民
商
一

O
七
巻
六
号
人
四
三
頁
(
一
九
九
三
年
)
(
財

産
分
与
の
規
定
の
準
用
は
、
原
則
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

特
段
の
事
情
あ
る
場
合
に
は
そ
の
準
用
を
認
め
る
と
す
る
。
)
、
船

越
隆
司
・
大
阪
高
判
昭
和
五
七
年
一
一
月
三
O
日
評
釈
・
『
{
家
族

法
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕
』
五
四
1
五
五
頁
(
一
九
九
五
年
)
、
大

津
千
明
「
内
縁
の
解
消
」
村
重
慶
一
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
』
一

二
七
、
二
二
三
1
一
三
五
頁
(
一
九
九
八
年
)
。

(
7
)
山
口
・
前
掲
注

(6)
・一一一一四
1
一
三
五
頁
。

の
二
つ
の
評
釈
、

お
よ
び
、
本
件
に
関

(
8
)
一
一
宮
・
前
掲
注

(
4
)

す
る
三
つ
の
評
釈
。

(
9
)
仁
平
・
前
掲
注

(
6
)
・
一
五
四
1
一
五
七
頁
。

(
叩
)
同
・
一
五
八
頁
。

(
日
)
二
宮
・
前
掲
注

(
4
)
の
二
つ
の
評
釈
、
お
よ
び
、
本
件
に
関

す
る
三
つ
の
評
釈
。

(
ロ
)
各
説
に
よ
り
、
権
利
行
使
期
間
も
異
な
る
。
肯
定
説
で
は
、
二

年
の
除
斥
期
間
が
問
題
と
な
る
が
(
民
法
七
六
八
条
二
項
)
、
共

有
説
で
は
、
消
滅
時
効
は
問
題
と
な
ら
ず
、
報
酬
説
で
は
、
短
期

の
消
滅
時
効
に
か
か
り
(
民
法
一
七
四
条
二
号
、
一
七
O
条
二
号
)
、

不
当
利
得
説
で
は
、
一

O
年
の
消
滅
時
効
に
か
か
る
。

(
日
)
学
説
が
自
己
決
定
と
い
う
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
用
い
て

い
る
の
で
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
別
す
る
と
、
つ
ぎ
の
二

つ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

水
野
紀
子
教
授
は
、
当
事
者
が
意
識
的
に
法
律
婚
を
回
避
し
事

実
婚
を
選
択
し
た
な
ら
ば
、
当
事
者
は
婚
姻
の
効
果
を
欲
し
て
は

い
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
与
え
る
こ
と
は
当
事
者
の
意
思
に

反
し
、
い
い
か
え
れ
ば
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
ら
な

い
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
婚
解
消
時
の
当
事
者
聞
の

経
済
的
清
算
に
つ
い
て
婚
姻
法
の
類
推
適
用
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

契
約
法
に
よ
り
、
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
水
野
紀
子
「
事

実
婚
の
法
的
保
護
」
石
川
稔
他
編
『
家
族
法
改
正
へ
の
課
題
』
六

九
i
九
二
頁
(
一
九
九
三
年
)

0
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他
方
、
二
宮
周
平
教
授
は
、
事
実
婚
や
向
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
し

て
、
法
的
保
護
の
う
え
で
差
別
を
設
け
な
い
中
立
的
保
護
が
必
要

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
家

庭
生
活
に
関
す
る
選
択
が
可
能
に
な
り
、
自
己
決
定
権
が
保
障
さ

れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
法
制
度
と
し
て
法
律
婚
や
異
性
愛
を
強
制

し
事
実
婚
や
向
性
カ
ッ
プ
ル
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
は
、
彼
ら

の
自
己
決
定
権
や
生
活
の
安
定
を
侵
害
す
る
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
事
実
婚
や
向
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
し
て
も
、
自
己
決
定
権
の
保

障
を
根
拠
と
し
て
法
律
婚
と
同
じ
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
。
二
宮
周
平
「
自
己
決
定
権
と
事
実
婚
保
護
の
中
立
性
」

『
事
実
婚
の
現
代
的
課
題
』
二
八
七

1
二
八
九
頁
(
一
九
九
O
年)。

第
三
の
学
説
は
、
水
野
説
の
自
己
決
定
を
前
提
と
す
る
考
え
方

で
あ
る
。

(
比
)
大
村
敦
志
『
家
族
法
〔
第
2
版
〕
』
二
二
五

1
ニ
二
六
頁
(
二
O

O
二
年
)
。
大
村
教
授
は
、
死
亡
の
場
合
に
財
産
分
与
を
類
推
す
る

と
す
れ
ば
、
第
三
者
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

相
続
は
認
め
な
い
が
財
産
分
与
は
認
め
る
と
い
う
線
引
き
は
、
必

ず
し
も
妥
当
だ
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
肯
定
説
を
批
判
す
る
。

(
日
)
た
だ
し
、
財
産
分
与
の
規
定
の
準
用
な
い
し
類
推
適
用
に
よ
り

第
一
建
物
に
つ
き
占
有
権
限
が
あ
る
と
す
る

Y
の
主
張
は
否
定
さ

れ
た
が
、
内
縁
の
夫
の
死
亡
後
そ
の
所
有
家
屋
に
居
住
す
る
寡
婦

に
対
し
亡
夫
の
相
続
人
の
す
る
建
物
明
渡
請
求
は
権
利
濫
用
で
あ

る
と
す
る
Y
の
主
張
は
肯
定
さ
れ
た
。

(
凶
)
専
業
主
婦
の
事
案
は
、
明
示
的
に
事
実
認
定
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
⑮
⑬
事
案
だ
け
で
あ
る
。

(
口
)
明
示
的
に
扶
養
的
要
素
部
分
が
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
⑨
審
判

(
財
産
分
与
額
一

O
万
円
の
う
ち
、
扶
養
的
要
素
部
分
は
不
明
)

と
⑮
審
判
(
財
産
分
与
額
八
五
万
円
の
う
ち
、
扶
養
的
要
素
部
分

は
一
五
万
円
)
だ
け
で
あ
る
。

(
同
)
田
中
宏
氏
(
元
家
庭
裁
判
所
判
事
)
に
よ
れ
ば
、
離
婚
に
お
け

る
財
産
分
与
事
件
に
つ
い
て
、
公
式
裁
判
例
集
に
は
、
清
算
的
要

素
部
分
が
高
額
な
派
手
な
事
件
が
登
載
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、

実
務
に
お
い
て
、
扶
養
的
要
素
部
分
が
認
め
ら
れ
な
い
と
か
重
視

さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

清
算
的
要
素
部
分
と
し
て
分
与
す
べ
き
め
ぼ
し
い
財
産
が
な
い
場

合
に
は
、
将
来
の
給
料
債
権
を
あ
て
に
し
て
扶
養
的
要
素
部
分
が

認
め
ら
れ
る
ケ
l
ス
が
多
々
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
内
縁
解

消
に
お
け
る
財
産
分
与
事
件
に
つ
い
て
実
務
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

離
別
死
別
を
問
わ
ず
事
件
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
は
、

内
縁
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
裁
判
所
で
あ
え
て
婚
姻
(
離
婚
)
の

効
果
を
主
張
す
る
者
は
あ
ま
り
い
な
か
ろ
う
か
ら
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。離
婚
に
お
い
て
は
、
清
算
的
要
素
部
分
と
と
も
に
扶
養
的
要
素

部
分
も
重
要
で
あ
る
が
、
内
縁
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
扱
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
後
述
の
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ

う
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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(
印
)
相
続
で
い
く
よ
り
も
財
産
分
与
で
い
く
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
と

す
る
と
、
現
在
の
制
度
を
前
提
に
す
れ
ば
、
相
続
分
プ
ラ
ス
寄
与

分
を
請
求
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
却
)
渡
遺
・
本
件
評
釈
・
一
四
二
頁
。

(
幻
)
扶
養
的
要
素
部
分
の
財
産
分
与
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
根
拠
が
明
確
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
村
・
前
掲
注

(M)

一
五
六
1
一
五
七
頁
。

(
幻
)
私
見
は
第
三
の
学
説
を
支
持
す
る
と
し
た
が
、
①
1
⑬
裁
判
例

で
は
、
い
わ
ゆ
る
現
代
的
な
事
実
婚
の
解
消
に
関
す
る
紛
争
が
提

起
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
裁
判
例
の
分
析
か
ら
、
伝
統
的
な
事
実
婚
と
現
代
的
な

事
実
婚
の
中
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
事
実
婚
が
存
在
す
る
よ
う
に

息
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
亡
夫
の
遺
族
年
金
を
受
領
す
る
た
め
、

内
縁
の
夫
の
借
金
を
負
担
し
た
く
な
い
た
め
、
さ
し
た
る
理
由
も

な
く
婚
姻
届
の
提
出
を
失
念
し
て
い
た
た
め
、
婚
姻
屈
を
提
出
し

た
が
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
事
実
婚
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と

い
う
中
間
の
類
型
が
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
幻
)
本
山
・
本
件
-
評
釈
・
七
一
頁
。

(M)
同
・
七
O
頁。

(
部
)
民
集
五
四
巻
三
号
一

O
五
九
頁
。
原
原
審
は
、

A
と
X
の
重
婚

的
内
縁
関
係
は
、

B
と
の
婚
姻
関
係
が
全
く
形
骸
化
し
て
い
な
い

か
ら
、
準
婚
関
係
と
し
て
の
保
護
は
受
け
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

(
部
)
民
集
五
四
巻
三
号
一

O
六
四
頁
。

幻
)
民
集
五
四
巻
三
号
一

O
六
六
頁
。
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